補助金に関する確認書
　「特定施設入居者生活介護事業者の令和８年度内定申請受付要項」に基づく内定申請について、補助金の申請を希望するため、次の内容について確認します。

	確認内容
	確認欄

（○×を記入）

	特定施設入居者生活介護の開設準備経費の補助金を申請する場合、既存施設が他の介護サービスの指定を受けていないこと（一部を除く）
	

	運営法人が備品等を発注すること
※整備費補助金については、運営法人が工事等を発注すること
	

	令和９年度中に、着工から竣工・開設まで完了すること
※補助決定通知（例年 工事着工年度 ８月頃に決定）受理後に業者選定等の事業着手をすること
	

	開設予定年月日　令和　　　年　　　月←記入してください

	(例）令和９年度開設の場合

令和８年12月頃　市へ「事前協議書」を提出（本申請は４月頃）

令和９年８月頃　　補助決定通知

令和９年９月頃　　工事業者入札公告等（公告は１か月程度）

以降　入札～工事着工～完成～開設

※令和９年４月～７月開設では補助金を使用することはできません（決定通知前のため）
※補助金を申請する場合は、スケジュールに注意し、余裕をもった開設年月日で申請ください。

	川崎市公式ウェブサイトにて、補助対象経費の条件、詳細及びスケジュールについて確認すること
	

	運営法人が工事等を発注し、支出すること
（土地のオーナーが発注する場合は対象外）
	

	「補助金等交付事業に係る市内中小企業者への優先発注について」を確認すること
	

	内定申請前に、高齢者事業推進課 介護基盤係に事前相談すること
	

	神奈川県の補助金予算確定額を超える申請があった場合、「平均得点（事業所）」を比較して特定施設入居者生活介護の補助金の対象事業所を選定する場合があること
	

	（介護予防）特定施設入居者生活介護の補助金が全額交付されない場合も、特定施設入居者生活介護について、内定を受け実施すること
	

	補助金交付後においても、消費税仕入控除税額や事業所廃止、転用等に伴う「財産処分」の結果、補助金の全部もしくは一部の返還を求められる場合があること
	

	補助金交付後においても、会計検査院等の監査対象となり、補助に関する資料については５年間保存すること
	


以上　
　　　年　　　月　　　日

法人名
法人代表者職及び氏名
事業所名　　　　　　　　　　　　　　
